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お天気が 

 

 

今年は空梅雨のようで、首都圏の水がめは軒並み貯水量が減り、満水時の３８％程度しかなく、

10％の取水制限を始めたとのことです。後は、台風の襲来を待つしかないと言われていますが、昨

年のような水害も困ります。近年の気象は変動が激しく、いずれにしても大きな被害をもたらします。

この夏を平穏に過ごしたいものです。６月１日（水）、ＢＡＡの定時総会が開催され、２０１６年度事業

計画、予算および役員改選が審議され、今後の活動方針が承認されましたのでご報告します。 

 

 

６月１日（水）午前１０時３０分～１１時３０分、東京港区機械振興会館会議室において、２０１６年度

定時総会が開催されました。２０１５年度事業報告、決算、２０１６年度事業計画、予算および役員の

選任が審議され、原案通り承認されました。 

（１） ２０１５年度事業報告 

・ライフデザイン・アドバイザー養成・実践事業 

第２７回養成講座は受講者が１０名と少なく、今後一層の募集努力が求められる。一般社会人向

け講座の提供、講師派遣事業は横浜市でも新規に始まるなど、順調に推移している。 

・ビューティフルエージング実現事業 

昨年度は東京と大阪でシンポジウムを開催した。テーマは「生涯発達を展望し、新たな設計図を

創造する」～心豊かに・美しく年齢を重ね、自分を活かすとは～で、基調講演は宮城まり子副会

長にお願いし、両会場で２００名が参加した大変有意義なシンポジウムになった。 

・企業ＯＢ、個人会員、一般市民の交流事業 

交流と行き先づくりの受け皿として、囲碁大会、観劇会、大相撲観賞、お話の会など各種イベン

トを提供した。参加者は延１，２８６名になり、皆様から喜ばれている。 

・調査研究事業（人材委員会） 

会員企業の人事担当者が参加し、再雇用制度、職域開発、キャリア開発、研修制度、介護支援

制度などについて、情報交換、意見交換を行った。 

（２）２０１５年度決算報告 

経常収益は１，２３１万円（会費収入６６３万円、事業収入５５５万円、その他１３万円）、経常費用

は１，４１２万円で、当期経常増減額（経常収益）は１８１万円の赤字となった。赤字額は２０１４年

度から２７３万円減少した。これは、主に人件費を節減し、ボランティア運営に切り替えた、事務

所を移転し家賃を減したことによる。 
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（３）２０１６年度活動計画 

・ライフデザイン・アドバイザー養成・実践事業 

第２８回養成講座は６月１０日～７月９日の６日間開催される。受講者は１５名となった。内容も今

日的な課題を取り上げ、例えばグローバルリーダーシップ、企業におけるライフデザイン・アドバ

イザーの活動状況などを取上げ、より実践的な内容にしている。 

・継続教育の充実 

ライフデザインアドバイザーのスキルアップをはかるため、プロフェショナルセミナー（専門領域）

を継続して開催する。また新規にエクステンションセミナーを毎月開催、現役の方たちの学習と

懇親の場とする。 

・公開講座の開催 

今年度も東京・大阪において公開講座（講演会）を開催する。東京では、１０月１５日（土）午後２

時から中野サンプラザで、青梅慶友病院会長大塚宣夫氏による、「豊かな老後は自分でつくる」

をテーマに講演をしていただく。大阪では、７月２３日（土）午後１時３０分から新大阪丸ビル別館

で、ＢＡＡ関西拡大サマーミーティング（ワールド・カフェ）を開催する。 

・社会講座の提供と講師派遣 

三鷹ネットワーク大学、江東区、横浜市などへ、講座提供と講師派遣を継続する。 

・ＯＢ交流事業の充実 

個人会員、企業ＯＢ，一般向けに囲碁大会、観劇会、講演会、相撲観賞などの企画を行う。 

・人材委員会の充実 

参加企業の増加をはかり、今日的人事問題について情報交換・経験交流をはかる。 

（４）２０１６年度予算 

事業収入の増収をはかるとともに、一層の経費節減を行い、収支トントンを目指す。 

（５）役員選任 

任期満了となる代表理事、理事、監事について全員重任することが提案され、承認された。 

代表理事（会長） 山口輝雄  副会長 宮城まり子  専務理事 浦田健一郎 

理事 本田卓夫  理事 田中啓之  監事 奥村彰太郎  

（６）会員の状況 

法人会員 ２５社・団体（４月１日付で、キャプティグループＯＢ会が新規加入） 

個人会員 ３７０名 

                                                  （事務局） 

 

 

横浜今井地区センターで行われた「ライフデザイン」講座の概要をご報告いたします。 

高齢者を狙う詐欺被害が急増しており、大事な老後資金を防衛する対策が必要です。 

セミナーの概要をお知らせしますので、ご参考にして頂ければと思います。 

 

ク ー リ ン グ ・ オ フ 制 度 と 詐 欺 被 害 対 策 （ 講 座 報 告 ） 
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１．契約の基礎知識 

 ○契約は、当事者間の口頭による合意（申込と承諾）だけで成立し、法律上の効果（責任）が発

生する約束ごとであり、約束は守らないと罰せられることもある。 

 ○従って、口頭のみの契約トラブルを回避するためにも契約書の作成は大事である。 

 ○契約トラブルの要因と対策について３事例を紹介 

①合意内容が契約書に正しく反映されていない事例 

約束では商品受け取り後１０日以内の支払になっていたが、契約書では契約後１０日以内

の支払になっていた。 

＊対策：条文をよく読み、合意したとおりの内容になっているか、確認することが大事。 

②訪問販売業者にリフォーム工事を依頼した事例 

訪問販売業者から提示された見積書には、「リフォーム工事一式」になっていた。 

＊対策：○○工事一式は一番危ない。見積りの明細を確認する（材料・工賃・期間等） 

納得いくまで確認する。なお、訪問販売業者とは契約しない。 

③一方的に不利のある解約条項の事例 

  甲および乙は・・・の解約条項と、甲は乙が・・・・の解約条項の違いを解説 

 ＊一方的に不利な条文になっていなか確認することが大切。 

○契約する時のチェックポイント 

 ＊契約書は合意した内容になっているか（金額・支払方法・支払日等） 

 ＊契約解除に関する条文の内容（どういった場合に解約できるか？・違約金・賠償金等）は

不利な条文になっていないか。 

 ＊クーリング・オフ条項があるか確認する。 

○契約する前の確認事項 

 ＊相見積をとり、他社との比較（金額・品質等）を検討したか？ 

 ＊購入商品の現物や形状を確認したか？ 

 ＊業者は信頼できる会社か？ 

 ＊本当に必要（購入しなければならない）な商品か？   

２．クーリング・オフ制度を理解する 

○クーリング・オフとは、契約したあとで、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、

一定期間内であれば無条件で一方的に契約を解除することができる特別な制度をいう。 

○クーリング・オフは、特定商取引法、割賦販売法、保険業法、宅地建物取引業法、特定商

品預託法、金融商品取引法 等の法律で規制されています。 

○クーリング・オフ制度が設けられた理由 

商品等を購入しようとする場合、自分から買いたいものを決め店舗等へ買い物をしに行くと

いうものばかりではありません。特に、商品等の購入を考えていない時に突然業者側から勧

誘されて契約するケースもあります。 

こういった、不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約しまいがちな販売方法に
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対して、クーリング・オフ制度が設けられています。 

＊クーリング・オフ制度は、１９７２年に外国系百科事典などの強引な訪問販売により被害者

が多発したため消費者保護を目的に導入された。 

○クーリング・オフができる取引 

 ＊訪問販売・・・クーリング・オフ期間＝８日間以内 

 ＊電話勧誘販売・・・・・・クーリング・オフ期間＝８日間以内 

 ＊連鎖販売取引（ねずみ講・マルチ商法等）・・・クーリング・オフ期間＝２０日間以内 

 ＊業務提供誘引販売取引（内職商法）・・・クーリング・オフ期間＝２０日間以内 

 ＊特定継続的役務提供・・・クーリング・オフ期間＝８日間以内 

 ＊訪問購入・・・クーリング・オフ期間＝８日間以内 

○クーリング・オフができない取引 

 ＊通信販売、＊店舗・営業所での契約、 

＊３，０００円未満の現金取引 

＊法人・事業者間の営業上の取引、 

＊政令指定消耗品を購入し、使用したり一部を消費した場合、 

＊乗用車、 

＊クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合 

○クーリング・オフの効果 

①契約の解除および申込の撤回ができる。 

②クーリング・オフ書面は発信した時点で効力を得る。 

③事業者は違約金や損害賠償金の請求はできない。 

④商品の引き取り費用、返還費用は事業者負担になる。 

⑤現状回復請求権がある。 

○クーリング・オフの手続き方法 

①クーリング・オフは必ず書面で行う。 

（ハガキや内容証明付郵便で簡易書留や特定記録郵便で送付する） 

②クーリング・オフ期間内に通知（発信）する。 

③クレジット契約の場合は、販売会社・信販会社に同時に通知（発信）する。 

④ハガキの場合は両面をコピーし送付記録は５年間保管しておく。 

３．高齢者を狙う悪徳商法とリフォーム詐欺の手口 

詐欺や悪徳商法の手口は心理を利用した巧妙なものになっており、なんだか分らない内に契

約させられたり、高額な代金を請求され支払わらされたりします。 

最初はとても親切な対応で接し、騙されていることに気づかない場合もあるそうです。 

○心理を利用した巧みな手口 

 ＊リフォーム業者が突然訪問してきて、「瓦がずれている」「瓦が割れている」「棟部分の漆喰

が剥がれている」「屋根裏や床下の湿気が多い」「屋根裏や床下の木材が腐っている」
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「カビが発生している」「白蟻が発生している」このままだと、家が壊れてしまうなどとお客

の心理状態を不安にさせ、契約を迫ってきます。 

○こういう会社には警戒が必要 

＊突然訪問してくる。＊不安を煽るような言い方をする。 

＊不安を煽ったあとすぐ金額提示をしてくる。 

＊屋根裏や床下など見えないところの無料点検を進めてくる。 

＊契約をせかす。 

○注意が必要な勧誘および値引き文句 

＊モニター募集中です。 

＊キャンペーン期間中です。 

＊近所で工事しているので続けて工事ができます。 

＊今日中に契約してくれたら値引きします。 

○よくある不安の煽り方 

＊屋根瓦が割れています！雨漏りしますよ。 

＊床下が腐っています！家が傾きますよ。 

＊白蟻の傷跡があります！家が倒壊しますよ。 

＊外壁にヒビが入っている！雨水が侵入し内壁が腐りますよ。 

＊耐震補強不足です！地震で家が倒壊しますよ。等々 

４．特殊詐欺被害の実態と対策 

特殊詐欺とは、面識のない不特定多数の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、対面

することなく被害者を騙し、不正に入手した架空または他人名義の預貯金口座への振込みな

どの方法により、被害者に現金などを交付させたりする詐欺をいいます。 

○特殊詐欺の種類 

①振り込め詐欺とは以下の４種類の総称である。 

 ＊オレオレ詐欺 

＊架空請求詐欺（最近急増している） 

＊融資保証金詐欺 

＊還付金等詐欺 

②振り込め詐欺以外の詐欺 

 ＊金融商品等取引詐欺、＊異性交際あっせん詐欺、＊キャンブル必勝法などの詐欺、＊

その他の詐欺の４種類がある。 
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○特殊詐欺の年別被害額（全国：警察庁ＨＰから） 

 

① オレオレ詐欺は、毎年１７０億円以上の被害額が発生している。 

② 空請求詐欺の被害額が平成２６年以降急増している。 

  ③金融商品等取引詐欺の被害額は半減している。 

（神奈川県警察ＨＰから） 
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＊被害者の年齢では６０歳代・７０歳代・

８０歳代で９７％を占めている。 

＊被害者の性別では、８０％以上を女

性が占めている。 

＊曜日別発生状況では、火曜日から金

曜日で７５％以上になっている。 

＊発生時間帯では、１１時から１７時ま

でが７０％を占めている。 

＊現金の交付形態では、９０％が手渡

しになっている。 

○振り込め詐欺の対策 

 ①家族の絆で犯人を撃墜する（家族だけの合言葉をつくる） 

オレオレ詐欺に対して、家族だけしか知らない「合言葉」を話し合い作っておく。 

電話の声だけで犯人と見破るのは困難だそうです。 

②「私は大丈夫」と思っている人ほど騙されやすい 

 オレオレ詐欺は、子や孫に対する親愛の情を利用した犯罪であり、誰でもが騙される可能

性があります。お金を他人に取りに行かせると言ったら詐欺と疑う。 

③一旦電話を切った後、本人の携帯や会社等へ電話してみる。 

 本人と思っていても、お金の話の場合は再確認することが大事。 

④お金は本人以外の者（他人）には、絶対渡さない。 

⑤留守番電話を利用する。 

 普段から「留守番電話」に設定しておく。 

⑥振り込め詐欺の手口は日々変化しています。以下の言葉に注意して下さい。 

 ＊「電話番号が変わった」というのは詐欺 

 ＊お金を借りるのに「保証金を払え」は詐欺 

 ＊「お金を返すのでＡＴＭに行って下さい」は詐欺 

 ＊「会社のお金を使い込んだ」は詐欺 

 ＊「かばんを置き忘れた」は詐欺 

 ＊「交際相手を妊娠させた」は詐欺 

 ＊「部下（同僚）が取りに行く」は詐欺 

 ＊「医療費の還付金がある」は詐欺 

☆ 皆さん、注意しましょう！         （大庭和夫） 

 

 



 8 
Copyright © ２０１６ ＢＡＡ  All Rights Reserved. 

 

 

ＢＡＡの皆さま、１７期で奈良県在住の志茂志津代と申します。東京でライフデザインアドバイザー

養成講座を受講してから１０年以上が過ぎました。当時は奈良県内の会社で勤務をしておりました

が、現在は社会保険労務士として個人事務所

を開業しています。また、開業と同時に「住まい

兼事務所」を奈良市に移しました。同じ奈良県

内ですが、これでもちょっと都会に引っ越した

んですよ。社会保険労務士事務所は開業して

４年目になります。そして、昨年からは奈良県

社会保険労務士会の副会長に任命され、執行

部としても活動しております。こんな新参者が

いきなり副会長になるなんて通常ではありえま

せんが、長きにわたり副会長をされていた女性の方が退任されることになり、後任の女性社労士を 

探したところ私になってしまったのです。「たまたま なんかの拍子」というのは本当に恐ろしいもの

です。恐ろしすぎて、副会長のプレッシャーに耐えられず、意味も分からず毎日を怯えて過ごして

いましたが、２年目に入り、ようやく見栄えだけでも少しは板に

ついてきたのではないかと感じているこの頃です。 

また、２年前から奈良のローカルＦＭで、月１回「社労士シモ

―ヌのトークランランラン♪」というラジオ番組を放送しておりま

す。番組名の「ランランラン♪」は、ウキウキした気分を表すの

と同時に、「RUN RUN RUN」でもあります。実は「志茂塾～奈

良公園を楽しく走る会～」を主宰し、週に２回、奈良公園をみ

んなで楽しく走ろうという活動もしております。人が元気でない

と企業は元気になれません。企業が元気でないとその地域は

元気になれません。ならば身近な人たちが元気で楽しく集え

る場を作ろうと、道具も場所もいらず気軽にできる RUNを始め

ようと思いたったのです。このような RUN の話題や、社労士と

して働くために必要な情報や法律をわかりやすく説明したり、

ゲストを呼んだりしながら、番組を作っております。 

こんな風に書くと、なんだかとても恰好良いのですが、実際はとても人間臭い仕事をしています。顧

問先企業のさまざまな労使間の揉め事の中に飛び込んだかと思えば、どこもかしこも人材不足で、

a g i n g  i s  b e a u t i f u l  会 員 か ら の 便 り 
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求人を出すもののなかなかマッチングがうまくいかなかったり、労災事故が続いたりと、悩ましい

日々を送っているのが現状です。 

このように毎日が充実しており、というよりは、毎日がドタバタしておりますが、生涯現役でお役に立

つことができれば、それこそがビューティフルエージングの実現だと考え、日々の活動を続けていき

たいと思っております。 

 

 

 

「ＢＡＡ関西拡大サマーミーティング」ワールド・カフェ＆ビア・パーティと題して、ビュ

ーティフルエージングについてワールド・カフェ形式で話し合う場、そして暑気払いの懇親

会を企画いたしました。今日は人生で一番若い日、今、これからを大切に想いを自由に語り

聴き、コミュニケーションを深める機会になればと願っております。皆様のご参加をお待ち

しております。 

［第１部］ ワールド・カフェ（自由討論） 

① 一般社団法人ビューティフルエージング協会の現状と今後の展望について 

講師：ビューティフルエージング協会 専務理事 浦田健一郎 

② ワールド・カフェ「Aging is beautiful」について自由な討論 

～心豊かに・美しく年齢を重ね、自分を活かすとは～ 

 ○日時：２０１６年７月２３日（土）１３：３０～１６：３０ 

 ○会場：新大阪駅 新大阪丸ビル別館 ５階 ５－２号室 

 ○会費：無料 

 ○定員：４０名 

 ○一般社団法人ビューティフルエージング協会 関西支部 

［第２部］ビア・パーティ（懇親会） 

 ○日時：７月２３日（土）１７：００～１９：００ 

 ○会場：ココカフェ新大阪（大阪市青少年センター１階）１部の会場から徒歩３分 

 ○会費：３，５００円（当日懇親会会場でお支払いください） 

［第１部］［第２部］とも下記に申し込んでください。 

  

［申込先］一般社団法人ビューティフルエージング協会 関西支部 伊藤孝夫 

            Ｅ－mail:ito.rt.1974.1123@cube.ocn.ne.jp（7 月 11 日締切） 

 

 

 

 

Ｂ Ａ Ａ 関 西 拡 大 サ マ ー ミ ー テ ィ ン グ 開 催 の ご 案 内 
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 6 月 27 日（月）「確定拠出年金制度の現状と課題」～加入者として留意すべき課題～ 

講師：堤 裕而氏[ＤＣアドバイザー・退職金年金総合アドバイザー] 

ＣＳＫ基金（代行返上～ＤＣ導入まで制度改定、投資・継続教育などを企画実践）、企業型Ｄ

Ｃ加入者として資産運用、企業の基金などを経験。現在企業年金連合会に在職中。内容は①Ｄ

Ｃ制度の現状②継続教育の現状③法改正への対応策について、実際の具体例を挙げてお話いた

だきます。 

 7 月 19 日（火）「どんぐり理論」 ～生きる意味について 有益なヒント～ 

講師：劔 昭氏 [株式会社ＭＳブレイン顧問・シニアスーパーバイザー] 

民間企業退職後、ＥＡＰ企業カウンセラー、研修講師を経て現職。ライフデザイン･アドバイ

ザー・産業カウンセラー・薬剤師・氣経絡調整師・自然医食研究家・歴史研究家] “運命の声

が書き込まれた、一粒のドングリが人にはあるものだと想像してみよう” 

自分のドングリ（持って生まれた才能）」に気づくことで、あなたは人生の成功者への第一歩

を踏み出すことができます。 

 

 

今年度、ライフデザイン・アドバイザー養成講座が 6 月 10 日スタートしました。例年通り、第 1 日目

は宮城まり子先生の「人生90年時代のライフデザ

イン」からのスタートでした。2 日目は廣川進先生

の「キャリアカウンセリングの実際」。今回の 28 期

生は 15 名です。（男性 8 名・女性 7 名）関西から

4 名の出席もあり今後の全国展開での活躍が期

待されます。最終日の認定式は 7月 9日です。新

しい息吹に期待しましょう。 

 

 

ＢＡＡが三鷹ネットワーク大学に提供している「これからの生き方を考える」講座のご案内です。 

８月は夏期集中講座として、３日連続全６講座を開催します。ご興味のある講座を選んでの受講 

も可能です。受講料は一講座５００円、三鷹市民でなくても受講できます。三鷹ネットワーク大学

にお申込み下さい。 ＵＲＬ http://www.mitaka-univ.org/ 

○８月３日（水） 

 ・第１講座 １３：３０～１５：００ 

 テーマ：「心を酔わせるジャズの魅力」～ジャズを通じて音楽を日々楽しむ～ 

三 鷹 ネ ッ ト ワ ー ク 大 学 講 座 の ご 案 内 

B A A エ ク ス テ ン シ ョ ン セ ミ ナ ー  今 後 の 予 定 

第 2 8 期ライフデザイン ・アドバイザー養成講座開催中 
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 講 師：濱田俊一氏（ＢＡＡライフデザイン・アドバイザー） 

 ・第２講座 １５：１５～１６：４５ 

 テーマ：「クラシックの歌とともに人生を歩む」 

 講 師：池上義雄氏（ＢＡＡライフデザイン・アドバイザー） 

○８月４日（木） 

 ・第１講座１３：３０～１５：００ 

 テーマ：「日本経済はマイナス金利の導入でどうなるか」～景気、株価、為替の動向を占う～ 

講 師：浦田健一郎氏（ＢＡＡライフデザイン・アドバイザー） 

・第２講座１５：１５～１６：４５ 

テーマ：「消えゆく昭和の風景」～東京オリンピックを前にして～ 

講 師：木村 勝氏（ＢＡＡライフデザイン・アドイバイザー） 

 ○８月５日（金） 

  ・第１講座１３：３０～１５：００ 

  テーマ：「超高齢社会」～人生を豊かに生き抜く～ 

  講 師：向井恒夫氏（ＢＡＡライフデザイン・アドバイザー） 

  ・第２講座１５：１５～１６：４５ 

  テーマ：「地域で自分の居場所を創りませんか」～自分にとって心地よい場とは～ 

  講 師：倉林孝明（ＢＡＡライフデザイン・アドバイザー） 

  ・受講者の皆様と講師陣の意見交換会（懇親会） 

   夏期集中講座に参加された方なら、どなたでも参加できます。（懇親会の参加費は無料） 

 

 

 

横浜市今井地区センターでの BAA 提供講座です。６月は家庭経済のお話です。どなたでも参

加できます。 

 ７月４日（月） 13:00～14:30 「エンディングノート書き方のポイント」 

・講師：寺門隆夫氏 ＢＡＡライフデザイン・アドバイザー 

会場・申込先：横浜市今井地区センター〒240-0035 横浜市保土ヶ谷区今井町 412-8 

電話 045-352-1183  でお申し込みください。ホームページ参照今井地区センターで検索 

受講料：300円  

 

 

 

 

 

 

横 浜 市 今 井 地 区 セ ン タ ー ラ イ フ デ ザ イ ン 講 座 
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１． 観劇会・・・10月から、歌舞伎公演をお楽しみいただきます！ 

 8月 新橋演舞場「狸御殿」 

８月４日（木）11：30開演、ＢＡＡ価格（食事付）：11,000円（通常 12,000円＋1,500円） 

 9月 明治座「おたふく物語」 

９月１４日（水） 11:30開演、ＢＡＡ料金（食事付）：12,400円（通常 13,000円＋1,650円） 

２． 囲碁大会：次回は 9月 8日（木）です。（定例・第 2木曜/3,6,9,12月） 

今回は 75名、2名の女性の方も参加されました。10時から 4時、手合い時計を使って 4

番お楽しみ下さい。弁当、賞品(美味しい御菓子)もついて 2,800円でいろいろな方との

対戦を楽しんでいます。新人、女性大歓迎です。 

 

３． 大相撲： ５月場所白鵬対稀勢の里戦は圧巻でした。待望の日本力士の活躍で人気沸騰中。 

２階正面椅子席でゆったり飲食を楽しみながらの声援です。 

9月場所も 13日目、50名で開催します、残席９席です。早めのお申し込みをお待ちします。 

４． お話の会：星陵会館（永田町）で講話を聞き、レストランで講師との昼食、4000 円でビューティ

フルな時間を過ごします。（10:00～13:00）。8 月は太宰治、楽しみです。皆様のご参加を期待

いたします。 

 8月 24日（水）「太宰治の人と作品」 

講師：公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団 吉永麻美氏 

 10月 17日（月）「根付の話」 ～聞いて、観て、触れていただきます～ 

講師：塙 猛氏（根付蒐集家） 

５． カラオケ会：それぞれ約１５名の元気な淑女・紳士が、仲良く、得意の歌を披露し合って、楽し

いひと時を過ごしています。人数に余裕があります。 

①  ＢＡＡ目黒カラオケ会：毎月第４金曜日、１２時～１７時、コートダジュール目黒西口店で

開催しています。会費は 2,500円（昼食・飲み物 込）です。 

② BAA 吉祥寺カラオケ会：本会も三鷹から吉祥寺へ移転して丁度２年となりなりました。奇数

月第４月曜が恒例です。吉祥寺友友（ゆうゆ）で 13時～１７時半、一人４曲を、昼食や飲み

物などを用意、4,000円で楽しんでいます。 

６． ハイキングツアー：10/14.15(金土)催行の「紅葉の安達太良山登山」ツアーに 3 名の取り消し

が出ました、募集中です。 

 

 

 Ｂ Ａ Ａ イ ベ ン ト 情 報    
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一般社団法人 ビューティフル エージング協会（ＢＡＡ）は、会員からの出資により運営されていま

す。法人会員と個人会員の方々にも出資をお願いしております。ご継続いただき、ご支援いただき

ますようお願い申し上げます。また、お誘い合わせていただき、新規でのご入会を心からお待ち申

し上げます。年会費は一口 1,000円です。（一口以上お願いいたします） 

 

 

 

＜参加申込・問合せについて＞  

観劇会・囲碁大会・お話の会などＦＡＸ、メールで横山・九鬼迄お申し込みください。 

                     申込メール： Yokoyama@baa.or.jp  kuki@baa.or.jp 

 会員の皆様からの投稿（例：趣味・出版・観劇会での感激など）をお待ちしております。 

 アドレス変更についてのお願い 

 皆様のメールアドレス・住所・電話番号が変更になりましたら、必ず事務局までご連絡下さい。

ご協力、よろしくお願いいたします。 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

（一般社団法人）ビューティフル エージング協会 

  ＜BAA＞ http://www.baa.or.jp/   ＨＰ事務局：浦田・横山 

〒105-0003 東京都港区西新橋 3－15－6 AS ONE愛宕 402 

メール：yokoyama@baa.or.jp 

電話：03‐3437‐2525 ﾌｧｯｸｽ：03－3437－2510 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

事 務 局 か ら の お 知 ら せ 

2 0 1 6 年 度  Ｂ Ａ Ａ 個 人 会 員 継 続 （ 新 入 ） の お 願 い 

mailto:Yokoyama@baa.or.jp
mailto:kuki@baa.or.jp
http://www.baa.or.jp/

